
 

宮城県ＰＴＡ連合会規約 
 

第一章 総    則 
（名称） 
第1条 この会は宮城県ＰＴＡ連合会と称する。 
（事務所） 
第2条 この会は事務局を宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目 5 番 1 号宮城県青年会館内に置く。 
（目的） 
第3条 この会は、相互扶助の精神をもってＰＴＡ活動を推進するとともに会員の福祉の向上を目指し、児

童生徒の健全な成長を図ることを目的とする。 
 

第二章 事    業 
（方針） 
第4条 この会の事業を推進する上での方針は、次のとおりとする。 

(1) この会は、教育を本旨とする民主団体として不偏不党、自主独立の性格を堅持する。 
(2) この会と目的を同じくする他の団体及び機関の活動に協力する。 
(3) この会を構成する団体及び個人の自主性を尊重する。 

（事業） 
第5条 この会は、第３条の目的を達成するために次の事業を行なう。 

(1) 児童生徒の安全や健全育成に関する活動 
(2) 優良ＰＴＡ及び善行篤行児童生徒の表彰 
(3) ＰＴＡ活動に関する研究大会及び研修会の開催 
(4) 教育及びＰＴＡ活動に関する調査研究及び広報活動 
(5) 児童生徒及び会員の福祉増進にかかわる業務 
(6) 会員相互の互助給付に関する事業 
(7) 関係機関及び団体との連絡提携 
(8) その他、この会の目的達成に必要な事項 

 
第三章  組 織 及 び 会 員 

（組織及び会員） 
第6条 この会は、地区別に組織された小学校及び中学校の PTA の連合体（以下地区別連合体と言う）をも

って組織し、会員は次のとおりとする。 
(1) 会 員 宮城県内（仙台市を除く）の小学校及び中学校に通学する生徒、児童の保護者並びに教職

員 
(2) 準会員 安全互助事業に限り、宮城県内の幼稚園及び養護学校 PTA 会員で、事業の趣旨に賛同し

所定の入会手続をした者 
 



宮城県ＰＴＡ連合会規程 
 
 

１ 負担金に関する規程 
第1条 この規程は、宮城県ＰＴＡ連合会規約第 31 条第 2 項で定める負担金について定める。 
第2条 単位ＰＴＡにおける負担金算定方式は、200 円に、毎年５月１日現在の単位ＰＴＡの小・中学校児童

生徒在籍数に 0.9 を乗じた金額と、1 単位ＰＴＡ当たり 2,000 円とする。ただし、１０円未満は切上

げとする。 
第3条 負担金は、所定の金額を単位ＰＴＡの引落とし希望日に引落す。会費の残金は、９月末日までに納

入することとする。 
 
 

２ 委員会規程 
第1条 宮城県ＰＴＡ連合会規約第七章委員会で定めることのほか、必要な事項について定める。 
第2条 規約第 27 条で定める専門委員会の所掌事項については次のとおりとする 

(1) 総務財政委員会 
ＰＴＡの組織、運営、財政、表彰、安全互助事業に関する事項 

(2) 調査広報委員会 
  教育一般に関する調査研究及び広報並びにインターネット委員会に関する事項 
(3) 成人教育委員会 
  会員の研修、生涯学習、女性会長会、研究大会の開催に関する事項 
(4) 健全育成委員会 
  児童生徒の安全対策、健全育成及び教育環境の整備促進に関する事項 

第3条 専門委員会の委員は理事会の成員で構成し、会長が委嘱する。 
第4条 専門委員会には、会長委嘱による委員長１名、互選による副委員長２名を置く。 
第5条 専門委員会の委員長は、規約で定める会議において、委員会の運営状況を報告しなければならない。 
第6条 専門委員会の委員長は、必要に応じ参考意見を得るため、委員会の構成員以外の識者を招聘するこ

とができる。 
第7条 県Ｐ連の副会長は、各専門委員会の担当役員となる。 

2 県Ｐ連の会計理事は総務財政委員会の担当役員となる。 
第8条 規約第 28 条に定める推進委員会は、安全互助事業運営全般について協議し、その推進にあたる。 
第9条 特別委員会は会長の諮問に応じ、付託された事項について調査審議する。 
第10条 特別委員会は、三役及び常任理事をもって構成し、会長がこれを委嘱する。 
第11条 特別委員会には、会長委嘱による委員長１名、互選による副委員長１名を置く。 
第12条 特別委員会の委員長は、必要に応じ参考意見を得るため、委員会の構成員以外の者を招聘すること

ができる。 
 
 
 



３ 宮城県ＰＴＡ連合会表彰規程 
第1条 宮城県ＰＴＡ連合会規約第 5 条第 2 号について必要な事項を定める。 
第2条 県Ｐ連はＰＴＡの向上発展及び社会教育の振興に寄与し、その功績顕著な単位ＰＴＡ及び個人を会

長名をもって表彰する。 
第3条 表彰の選考については、概ね次の基準により、会長に内申するものとする。 

(1) 長年にわたり役員として又は会員として、会の向上発展のために尽し、その功績顕著なるもの 
(2) 日常の生活態度が民主的であって、会員の範とするに足るもの 
(3) 教育の振興に熱心であって、奉仕的精神に富むもの 
(4) 会の運営が民主的であって、ＰＴＡ本来の使命達成に務め、実績顕著なるもの（団体） 
(5) 県ＰＴＡ連合会の役員及び監事として会の発展に功績あるもの 

第4条 表彰者の数は、次のとおりとする。 
(1) 団体 地区別連合体に加入している単位ＰＴＡ数が２０団体までは、１単位ＰＴＡ以内とし、２０

団体を越える場合は、１団体から２０団体まで増すごとに、１単位ＰＴＡを加えることができる 
(2) 個人 単位ＰＴＡ１名以内とする。併設校及び分校については、別に考慮することができる。この

表彰は、小・中学校を通じて１回限りとする。地区別連合体の事務長が、事務長職を退く時は感謝

状を贈呈する 
第5条 表彰状の選考は、地区別連合体に委任する。ただし、本規約第 2 条第 5 号については、その役職を

退く時にこれを表彰する。 
第6条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与し、記念品を贈呈して行う。 
第7条 団体表彰は、県ＰＴＡ研究大会において行い、個人表彰は、地区別連合体に委任する。 
第8条 文部科学大臣、宮城県教育委員会、日本ＰＴＡ全国協議会及び東北ＰＴＡ連絡協議会等からの表彰

者については、選考委員会に諮って内申するものとする。 
第9条 選考委員会は、宮城県教育庁生涯学習課より１名、会長、副会長及び事務局長をもって構成する。 
 

４ 児童生徒表彰規程 
第1条 規程は、宮城県ＰＴＡ連合会規約第 5 条第 2 号のうち、児童、生徒の表象に関する事項を定める。 
第2条 教育の実績向上の一助として、特に顕著な善行又は篤行のある小・中学校児童生徒を、会長名をも

って表彰する。 
第3条 表彰の選考は、地区別連合体の推薦により、次項の選考委員会において行う。 

2 選考委員会は、宮城県教育庁義務教育課及び生涯学習課より各１名、宮城県小・中学校長会会長各１

名並びにこの会の会長、副会長、健全育成委員長及び事務局長をもって構成する。 
3 選考は、1 月下旬までに終了するものとする。ただし、緊急の場合は、その都度対応する。 

第4条 表彰は、地区別連合体を通じ、表彰状及び記念品を授与して行う。 
 

５ 役員及び監事候補者推薦委員会規程 
第1条 規約第８条の規定に基づき、役員及び監事候補者の推薦に関し必要な事項を定める。 
第2条 推薦委員会は、各教育事務所及び地域事務所管内より２名の委員と県Ｐ連事務局長をもって構成し、

代議員会（役員改選日）以前に開催する。 
2 推薦委員は、当年度及び前年度の役員、監事より選ぶものとする。ただし、該当者なき場合は、地区

別連合体の推薦する者とする。 



第3条 会長及び副会長、会計理事候補者の資格は、次のとおりとする。 
(1) 会長は、副会長、会計理事または常任理事を経験している者 
(2) 副会長及び会計理事は、理事若しくは監事を経験している者、又は単位ＰＴＡの同意を得て地区別

連合体より推薦される者。ただし、副会長「小・中学校長会代表各１名」は、小・中学校長会に推

薦を依頼する。 
第4条 監事は、役員以外の者より推薦する。 
第5条 推薦委員は、役員及び監事の候補者になることができない。 
第6条 推薦委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、互選により委員長を選出する。 
第7条 会長、副会長、会計理事及び監事候補者の推薦手順は次のとおりとする。 

(1) 委員長は、各委員より候補者の推薦を受ける。 
(2) 役職ごとに該当数に調整する。 
(3) 副会長、会計理事及び監事は、教育事務所及び地域事務所管内を考慮して推薦する。 

第8条 推薦委員会は、秘密会とする。 
 

６ 費用弁償規程 
第1条 宮城県ＰＴＡ連合会規約第 35 条の規定に基づき、役員及び監事に対する費用弁償に関し必要な事項

を定める。 
第2条 この会の用務により出張する場合には、受給者の所属する単位ＰＴＡの所在地から用務地までの費

用を対象とする。 
第3条 費用弁償の算出は、次のとおりとする。 

(1) 受給者の所属する単位ＰＴＡの所在地から用務地までの距離を支給対象とし、１km 当たり 15 円

とする。 
(2) 受給者が、県外に出張する場合は、鉄道運賃は普通料金とし、最短距離により算出する。ただし、

100km を越える場合は、急行、特急、新幹線料金を支給する。また、時間効率を考慮し航空費を

支給する。 
(3) 日当は、半日 1,500 円、一日 3,000 円とする。 
(4) 用務により宿泊する場合は、主催者の提示する宿泊料を支給する。ただし、県外の場合は別に 3,000

円を加給する。 
 

７ 職員服務、給与及び退職等についての規程 
第1条 規約第 12 条第 3 項の規定に基づき、職員の服務、給与及び退職等について必要な事項を定める。 
第2条 職員は規約、規程等に基づき、上司の命令に従い職務に専念し、事務の能率の向上に努めなければ

ならない。 
第3条 職員の勤務時間は、事務局長は週 30 時間、他の職員は週２４時間とし、１日の勤務時間は午前 9 時

から午後 4 時までとする。 
第4条 休日は、土曜、日曜、祝祭日及び年末年始（12 月 28 日～1 月 7 日）とする。 
第5条 会長は事務に支障のない範囲内で、その事由により有給休暇及び特別休暇を与えることができる。 
第6条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の 3 月 31 日に退職する。 
第7条 事務局長の定年は、年齢 65 歳とする。ただし、必要な場合は、1 事業年度区切り更新で、年齢 68

歳まで延長することができる。 



  2  事務局員の定年は、年齢 60 歳とする。 
第8条 給与は基本給及び調整給とする。支給額及び支給率は理事会に諮ってこれを定める。 
   2   給与のていく定期昇給は事務局長を除き、55 歳までとする。 
第9条 負傷又は病気のための休暇中の給与は、休職を命ぜられた月より 3 か月は休職前の 10分の 4とする。 
第10条 職員の退職に当たっては、退職積立金より退職慰労金を支給する。 

2 退職慰労金は、次の式で計算する。ただし、１００円未満は切り上げとする。 
    退職金＝（退職時の基本給）×調整率×ワークシェアー前勤務年数   + （退職時の基本給）×

ワークシェアー後勤務年数 
第11条 この会の用務により出張する場合は、宮城県教育委員会旅費規程に準じて旅費を支給するものと 

する。詳しくは別に定める旅費細則による。  
 

８ 宮城県ＰＴＡ連合会アドバイザー設置規程 
第1条 この制度は、宮城県ＰＴＡ連合会が、要請に応じてアドバイザーを派遣し、ＰＴＡの組織の強化、

活動の促進に寄与しようとするものである。 
第2条 アドバイザーには、この会の会長及び副会長経験者が当たる。 
  2 アドバイザーの任期は２年とする。 
第3条 アドバイスの領域は次のとおりとする。 

(1) ＰＴＡの組織運営、予算 
(2) 家庭教育 
(3) 成人教育 
(4) 青少年健全育成 
(5) ＰＴＡ新聞づくり 
(6) 地区セミナー 
(7) その他 

第4条 アドバイザーの派遣は、原則として、単位ＰＴＡ及び郡市町村ＰＴＡ連合会の主催事業とする。 
第5条 アドバイザーは、原則として奉仕活動とする。 

2 県ＰＴＡ連合会は、費用弁償規程による旅費日当を負担する。ただし、宿泊を要する場合の宿泊費は、

主催者において負担するものとする。 
3 要請したＰＴＡは、謝金 5,000 円を負担する。 

 
９ 慶弔に関する規程 

第1条 この会が行う慶弔については、この規程による。 
第2条 単位ＰＴＡ及び地区別連合体の記念式典等に招待された場合、三役会に諮って慶意を表する。 
第3条 次のような場合は三役会に諮って弔意を表する。 

(1) 歴代会長及び関係機関、関係団体の責任者が死亡した場合 
(2) 本会の役職員の直系尊属が死亡した場合 

第4条 この会の役員、監事及び職員が長期入院の場合、三役会に諮って見舞いの仕方を決める。 
第5条 その他、特別な事情がある場合、三役会に諮って決める。 
 

１０ 基金管理に関する規程 



第1条 宮城県ＰＴＡ連合会（以下「県Ｐ連」という。）規約第 33 条第 2 項に基づき、基金及びその運用に 
    関する事項を定める。 
第2条 基金は運営基金、事業補助基金、県Ｐ連財産・備品取得基金とする。 
第3条 運営基金は、年度当初から予算の確定する代議員総会までの暫定予算執行及びその他の事業執行を

円滑に実施することを目的とする。 
2 運営基金は、その目的により、本会計予算の支出に対する一時立替払いするものであり、本会計予算

の収入が確保され次第、速やかに一時立替払い分を積戻しする。 
第４条 事業補助基金は、安全互助事業見舞金等支出準備金や、その他の事業でやむを得ず不足金が生じる場

合に充当するものとする。 
  2 事業補助基金の取り崩しまたは積み立ての場合は本会計予算または特別会計予算の会計処理を経て行

うものとする。 
第 5 条 県Ｐ連財産・備品取得基金は、事務所の維持・確保、備品等の取得が必要となった場合に充当するも

のとする。 
  2 県Ｐ連財産・備品取得基金の取り崩しまたは積み立ての場合は、本会計予算または特別会計予算の会

計処理を経て行うものとする。 
 

１１ インターネット委員会規程 
第1条 この会をインターネット委員会と称し、宮城県ＰＴＡ連合会調査広報委員会の所管とする。 
第2条 宮城県ＰＴＡ連合会の目的達成のため、ＰＴＡ活動に係る公正なインターネット情報を提供する。 
第3条 この会の活動は、次のとおりとする。 

（1） 宮城県ＰＴＡ連合会ホームページの開設とその管理運営 
（2） ＰＴＡ活動のインターネット情報による情報交換の推進 

第4条 インターネット委員会の委員は若干名とし、理事会に諮り会長がこれを委嘱する。 
2 この委員会はインターネットに関する専門的知識を要することから、会員以外の委員も選出できるこ

ととする。 
第5条 インターネット委員会の委員の任期は１年とする。但し、再任は妨げない。 
第6条 インターネット委員会には委員長１名、副委員長１名を置く。 
  2 委員長、副委員長は委員の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。 
第7条 委員に対する費用弁償は、宮城県ＰＴＡ連合会の費用弁償に準ずる。 

2 宮城県ＰＴＡ連合会の費用弁償規程に該当しない費用に対する費用弁償は、委員一人当たり年額１０，

０００円とする。 
 

１２ ＰＴＡ研究大会開催規程 
第1条 宮城県ＰＴＡ連合会規約第 5 条第 3 号に基づき、「ＰＴＡ研究大会」の開催に関し必要な事項を定め

るものとする。 
第2条 この大会は、各大会毎に研究テーマを設けて、その研究テーマを追求する。 
第3条 この大会の開催内容の指針は、次のとおりとする。 

（1） ＰＴＡ活動について研究、研修をする。 
（2） 教育に関する研究・研修又は教育情報に関する情報交換をする。 
（3） 会員相互の親睦・交流を図る。 



第4条 この大会の開催地は、宮城県教育事務所単位における輪番制とし、「開催地輪番表」による。 
登米（平成 17 年度）  栗原（平成 18 年度）  仙台（平成 19 年度） 大河原（平成 20 年度） 
日Ｐみやぎ大会（平成 21 年度） 大崎（平成 22 年度） 石巻（平成 23 年度）  
南三陸（平成 24 年度） 

第5条 この大会を運営するために、県Ｐ連並びに開催地ＰＴＡにより実行委員会を設ける。 
2 実行委員会は、この大会の主管となり、開催趣旨並びに開催内容の指針に基づきその企画・運営にあ

たる。 
3 実行委員会は、この大会の開催概要案を県Ｐ連理事会に示し、承認を得る。 
4 実行委員会は、この大会の終了後、県Ｐ連理事会に事業報告をする。 

第6条 県Ｐ連と実行委員会は、連絡調整を密にし、共同してこの大会を運営する。 
第7条 この大会経費は、県Ｐ連事業費並びに参加者負担金、その他収入をもって当てる。 
第8条 この大会の事務は、県Ｐ連事務局並びに実行委員会事務局において行う。 
  2 事務負担については、事務分担表による。 
第9条 この大会準備のために、開催地ＰＴＡにより準備委員会を設けることができる。 

2 県Ｐ連と準備委員会または開催地ＰＴＡは、十分に協議・調整を行い、実行委員会の設立にあたる。 
 

１３ 宮城県 PTA 連合会ホームページ管理規程 
第1条 この規程は宮城県 PTA 連合会（以下、「県Ｐ連」という）が開設するホームページの管理、運営に

ついて必要な事項を定める。 
第2条 この規程においてホームページとはインターネット ウェブサイト miyagi-pta.gr.jp ドメイン内

で公開するすべての情報をいう。 
  2 この規程において情報提供者とは、連合会に関係する情報を持つ者または組織をいう。 
第3条 県Ｐ連と会員相互の情報交換の場を提供すること、及び会員に対する情報提供を目的としてホーム

ページを開設する。 
第4条 ホームページの管理、運営における最高責任者は連合会会長とする。 
第5条 ホームページの管理、運営における主管組織は調査広報委員会とする。 
  2 主管組織はホームページ管理、運営に関し日常的作業をインターネット委員会に委託することとする。 
第6条 ホームページの基本的な構成は調査広報委員会、体裁、デザインはインターネット委員会が定める。 

2 情報提供者はインターネット委員会に掲載を希望するデータを送付するものとする。 
3 インターネット委員会委員は、データ掲載の可否を掲載基準に照らし判断し、速やかにホームページ

に掲載するものとする。 
4 掲載された内容に関する文責は情報提供者が負うものとし、当該ページ内に文責者を記す。あきらか

な誤字、脱字については、インターネット委員会で訂正することが出来る。 
5 不要となったデータの取り扱いはインターネット委員会又は調査広報委員会が判断し削除すること

が出来る。 
6 調査広報委員会は自ら積極的に情報収集につとめ、連合会関係者はホームページ運営に協力するもの

とする。 
第7条 ホームページに掲載する情報は次に掲げる全ての事項を満たすものとし、疑義ある場合は調査広報

委員会又は三役が判断する。 
（1） 連合会及びホームページ開設の目的に反しないこと。 



（2） 公序良俗に反しないこと。 
（3） 個人情報（住所、電話番号、生年月日など）が保護されていること。 
（4） 顔写真等については本人の同意があること。但し、スナップや集合写真を除く。 
 

第8条 ホームページ内にリンクを張る場合は次に掲げる全ての事項を満たすものとし、疑義ある場合は調

査広報委員会又は三役が判断する。 
（1） 連合会及びホームページ開設の目的に反しないこと。 
（2） 公序良俗に反しないこと。 
（3） 相手先サイトの承諾があること。 

第9条 ホームページ内に掲示板を設置する場合、インターネット委員会は第７条の各項に準じた基準によ

り責任を持って管理しなければならない。 
 
 

１４ 宮城県ＰＴＡ連合会安全互助事業規程 
第1条 この規程は、宮城県ＰＴＡ連合会（以下「県Ｐ連」という。）規約第 5 条（6）の活動を行うために

必要な事項を定める。 
第2条 この事業の加入対象者は次のとおりとする。 

（1） 規約第６条に定める会員及び準会員 
（2） 前項の代理人 
（3） 小学校及び中学校、幼稚園に所属する会員並びに準会員の子（以下｢学童｣という。） 
2 この事業への加入及び負担金の納入については細則で定める。 

第3条 この事業の内容は次のとおりとする。 
（1） 健康・安全教育と安全対策の推進 
（2） 学童の学校管理下外における事故に対する見舞金の支払 
（3） 会員の PTA 活動中における事故に対する見舞金の支払 
（4） 会員が死亡した場合の弔慰金の支払 
（5） PTA 活動に伴う賠償責任に対する補償 
（6） PTA 活動への助成 

第4条 この規程の第 3 条の事業を推進するため、規約第 28 条に基づく推進委員会を置く。 
第5条 この事業の運営のために必要あるときは、安全互助事業特別委員会を置くことができる。 

2 安全互助会特別委員会の運営に関し必要な事項は、細則で定める。 
第6条 学童とＰＴＡ会員の支払対象となる傷害の範囲及び見舞金等は細則で定める。 
第7条 ＰＴＡ活動に伴う賠償責任補償は、保険会社と契約して行う。 

2 賠償責任の範囲と補償額は、保険会社と締結した約款により決定する。 
 

第8条 この事業の経理は代議員会で決議した予算に基づいて行う。ただし、必要が生じた補正予算は理事

会で承認を得なければならない。 
第9条 この事業の決算で剰余金が発生した場合、第 3 条(6)に定める助成のほか、代議員会の承認を経て県

Ｐ連一般会計へ繰り入れることとする。 
第10条 この事業の会計年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 



第11条 この事業を廃止するときは、理事会内に処理委員会を設置して審議し、その結果を代議員会（総会）

に提案して、代議員会の議決を経なければならない。 
第12条 この規程で定めることのほか、事業の運営上必要なときは、理事会の議決を経て細則を定めること

ができる。 
 
   附則 平成 19 年度中の事故に対する見舞金、弔慰金の支払は、この規程及び細則に基づいて行うが、 
      平成 20 年度の事故に対する見舞金は、保険会社と締結した約款により決定する。 
 

１５ 代議員及び理事に関する規程 
第1条 この規程は宮城県ＰＴＡ連合会規約第 7 条第 5 号及び第 16 条２に基づき、代議員並びに理事の定数

等を定める。 
第2条 理事の定数は、地区別連合体に加入している単位ＰＴＡ数に応じ次のように定める 

(1) １団体から 30 団体まで 1 名 
(2) 31 団体から 50 団体まで 2 名 
(3) 51 団体を超える場合 3 名 

第3条 地区別連合体が、当該年度の理事を選出した場合は遅滞なく県Ｐ連に報告することとする。 
第4条 代議員の定数は、地区別連合体に加入している単位 PTA 数及び会員数に応じ次のように定める。 

(1) 加入している単位 PTA 数が 20 団体以内の場合は２名とし、20 団体を超える場合は、１団体から

10 団体まで増すことに１名を加える。 
(2) 加入している会員数が 6,000 人以内の場合は２名とし、6,000 人を超える場合は、１人から 2,000 

人増すごとに、１名を加える。 
2 地区別連合体における代議員は、地区別連合体を組織する小連合体（町ＰＴＡ連合会等）から、1 名

以上選出することとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第四章 役 員 及 び 職 員 
（役員及び資格要件） 
第7条 この会に、次の役員を置く。 

(1) 会  長   1 名 
(2) 副 会 長    7 名（小・中学校長会代表各１名、母親代表１名、財務担当１名を含む） 
(3) 常任理事   4 名 
(4) 理  事   理事定数については別に定める。 
(5) 監  事   3 名 

  2 前項の役員のうち、小・中学校長会を代表する 2 名の副会長を除き、第 6 条第１号で定める会員でな

ければならない 
（役員の選任） 
第8条 前条の役員のうち会長、副会長、監事は別に定める役員及び監事候補者推薦委員会において推薦し、

代議員会の承認を得るものとする。 
2 常任理事は、理事の中から会長が委嘱する。 
3 理事は、地区別連合体を代表する者及び会長委嘱の理事をもってあてる。 
4 常任理事及び理事並びに監事に欠員が生じたときは、理事会において後任者を選任する。 

 
（役員の任期） 
第9条 役員の任期は 1 年とする。ただし、補欠により選任された役員は前任者の残任期間とする。 

2 役員は再任を妨げない。ただし、会長、副会長、会計理事の通算期間は 6 年を限度とする。 
3 監事は通算 3 年を限度とする。 

（役員の職務） 
第10条 会長は、会務を統理し、この会を代表する。 

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がこれを代理する。 
3 副会長のうち、財務担当はこの会の会計をつかさどる。 
4 常任理事は、各専門委員会の委員長を務める。 
5 理事は、重要事項について審議するとともに、会の運営にあたる。 

（監事の職務） 
第11条 監事は、この会の業務執行及び財産状況を監査する。 

2 定期監査は会計年度の中間及び期末について行う。ただし、監事が必要と認める場合は、臨時に監査

することができる。 
3 前項の監査の結果は理事会及び代議員会で報告しなければならない。 
4 監事は監査の結果、業務執行及び財産状況に是正が必要と認めた場合は、理事会及び代議員会におい

て具申できることとする。 
5 監事は、業務執行及び財産状況について、この会の規約、規程から大きく逸脱する事実があった場合

は、理事会または代議員会に報告しなければならない。 
6 前項の報告をするため必要があるときは、理事会または代議員会を招集することができる。 

（事務局職員） 
第12条 この会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。 

2 事務局長は理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。 



3 職員の服務及び給与については、別に定める。 
 

第五章 顧    問 
（顧問） 
第13条 この会に顧問を置くことができる。顧問は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることが

できる。顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。 
 

第六章 会    議 
（会議の種別） 
第14条 この会の会議は、代議員会、理事会、常任理事会及び三役会とする。 
（代議員会の種別） 
第15条 代議員会は、通常代議員総会及び臨時代議員総会とする。 
（代議員及び定数） 
第16条 代議員は、地区別連合体を代表し、この会の重要事項を審議決定する。 

2 代議員の定数は、地区別連合体に加入している単位ＰＴＡ数及び会員数に応じて別に定める。 
（代議員会の招集） 
第17条 通常代議員会は、毎年 1 回会計年度終了後 3 ヶ月以内に理事会の決定を受け、会長が召集する。 

2 理事会が必要と認めたときは、会長が召集する。 
3 前項によらず４以上の地区別連合体から会議に付すべき事案を示して代議員会の開催要求があった

ときは、30 日以内に会長が臨時代議員会を招集しなければならない。 
4 代議員会の招集は、少なくとも 20 日以前に、その会議に附議すべき事項、日時及び場所を記載した

書面をもって通知する。 
（代議員会の議長） 
第18条 代議員会の議長は、出席した代議員の互選により選出する。 
（代議員会の議決事項） 
第19条 代議員会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1) この会の事業計画及び収支予算についての事項 
(2) この会の事業報告及び収支決算、剰余金の処分についての事項 
(3) 負担金に関する事項 
(4) 規約の改廃に関する事項 
(5) その他この会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項 

（代議員会の定足数） 
第20条 代議員会は、地区別連合体及び代議員の半数以上の出席をもって成立し、議決は、出席代議員の過

半数による。可否同数のときは議長が決する。 
（議事録） 
第21条 代議員会の議事録は書記が作成し、出席者２名の署名を受ける。 

2 代議員会の書記及び議事録署名委員は議長が指名する。 
（理事会の構成） 
第22条 理事会は会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成し、必要に応じて監事並びに顧問を加える

ことができる。ただし、監事及び顧問は議決に加わることはできない。 



（理事会の招集） 
第23条 定例の理事会は会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、4 人以上の理事から会議

に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から 20 日以内に

臨時理事会を、会長が招集しなければならない。 
2 理事会の議長は会長、若しくは会長が指名した者があたる。 

（理事会の定足数等） 
第24条 理事会は、構成員の半数以上の出席をもって設立し、議決は、出席者の過半数による。可否同数の

ときは議長が決する。 
2 理事はやむを得ない事由により理事会を欠席する場合は、所属する地区別連合体において当該理事に

準ずる代理者を出席させることとする。 
3 理事が理事会を欠席する事由が長期にわたる場合は、地区別連合体の定めるところにより後任者を選

定し、その事由を付して理事会に報告しなければならない。 
（理事会の議決事項） 
第25条 理事会はこの規約で定めることのほか、次の事項を議決する。 

(1) 代議員会に附議すべき事項 
(2) 役員の選任についての事項 
(3) 代議員会から付託された事項 
(4) 補正予算についての事項 
(5) 諸規程の制定、変更及び廃止についての事項 
(6) その他この会の運営に必要と認められる事項 

（常任理事会及び正副会長会） 
第26条 常任理事会及び正副会長会は、会長が招集し、議長には会長、若しくは会長が指名した者があたる。 

2 常任理事会及び三役会は、理事会より付託された事項について審議し施行する。 
3 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。 
4 正副会長会は、会長、副会長をもって構成する。 

 
第七章 委  員  会 

（専門委員会） 
第27条 この会に次の委員会を置く。 

(1) 総務財政委員会 
(2) 調査広報委員会 
(3) 成人教育委員会 
(4) 健全育成委員会 
2 前項の委員会の所掌事項は別に定める。 
3 委員の選出その他委員会の運営に関する事項は、別に定める。 

（安全互助事業委員会） 
第28条 この会の安全互助事業の運営に関し、推進委員会を置く。 

2 前項の委員会の所掌事項は別に定める。 
3 委員の選出その他委員会の運営に関する事項は、別に定める。 

（特別委員会） 



第29条 この会の事業を遂行するために必要のある時は、理事会の議決を経て、特別委員会を置くことがで

きる。 
2 委員の選出その他委員会の運営に関する事項は、別に定める。 

 
第八章 会    計 

（会計の種別） 
第30条 この会に、宮城県ＰＴＡ連合会一般会計のほか必要に応じ特別会計を置く。 
（一般会計） 
第31条 この会の経費は、単位ＰＴＡの負担金及び寄付金その他の収入をもってあてる。 

2 負担金の算定及び徴収方法については、別に定める。 
3 安全互助給付にかかる収支内訳は別に計算書を作成し、この規約で定める必要な会議に提示する。 

（特別会計） 
第32条 特殊な事業に要する費用は、これを特別会計とし、別に予算を編成することができる。 

2 特別予算は、その目的及び予算規模について代議員会の承認を得るとともに、運用については理事会

の承認を得て別に定める。 
（基金） 
第33条 この会の目的達成及び運営に必要があるときは、その基金を置くことができる。 

2 必要な基金及びその運用に関する事項は、理事会の承認を得て別に定める。 
（補正予算） 
第34条 この会の経理は代議員会で議決された予算に基づいて行う。ただし、必要が生じた補正予算は理事

会の承認を得なければならない。 
（費用弁償） 
第35条 この会の役員及び監事並びに会議出席者の費用弁償は別に定める。 
（会計年度） 
第36条 この会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 
 

第九章 委    任 
第37条 この規約に定めるもののほかに、会の運営に関して必要な事項は規程で定める 
 
                  付   則 
 （施行期間） 
 この規約は、昭和 23 年 5 月 15 日から施行する。 

改 正 沿 革 
 昭和 23 年 5 月 15 日 制定 
 平成 18 年 6 月 3 日 改正 

平成 21 年 6 月 6 日 改正 
平成 22 年 6 月 5 日  改正 



 



№ 地区名 学校名 事務長名 郵便番号 住　　　所

1 白石・刈田 白 石 市 立 南 中 学 校 齋　久美子 989-0112
白石市越河平字平合２３－１
TEL0224-28-2013 ・FAX0224-28-2016

2 蔵 王 町 蔵 王 町 立 宮 中 学 校 野村　清正 989-0701
蔵王町宮字馬飼１６
TEL0224-32-2304・FAX0224-22-8022

3 柴 田 郡 大河原町立大河原南小学校 伊藤　常治 989-1201
大河原町大谷字鷺沼入２７－１
TEL0224-53-4220・FAX0224-53-4223

4 角 田 市 角 田 市 立 角 田 中 学 校 樋口　英明 981-1505
角田市角田字牛舘１－２
TEL0224-63-1141・FAX0224-63-0354

5 丸 森 町 丸 森 町 立 大 内 中 学 校 杉山　孝一 981-2501
丸森町大内字横手１９
TEL0224-79-2010・FAX0224-79-3266

6 亘 理 郡 亘 理 町 立 亘 理 中 学 校 石塚　幸雄 989-2361
亘理町字沼頭１
TEL0223-34-1400FAX0223-33-1033

7 岩 沼 市 岩 沼 市 立 玉 浦 中 学 校 及川　　牧 989-2423
岩沼市押分字新田東１
TEL0223-22-2704・FAX0223-22-2905

8 名 取 市 名 取 市 立 増 田 西 小 学 校 大友　浩子 981-1231
名取市手倉田字堰根３３０
TEL022-382-2546・FAX022-382-2529

9 宮 城 地 区 利 府 町 立 利 府 西 中 学 校 渡辺　　峻 981-0122
利府町菅谷字新洞風１７
TEL022-767-8080・FAX022-767-0488

10 塩 竈 市 塩 竈 市 立 玉 川 小 学 校 岡本　賢一 985-0042
塩竈市玉川２－９－１
TEL022-364-9441・FAX022-364-9451

11 多 賀 城 市 多賀城市立多賀城中学校 相沢　祐太 985-0841
多賀城市鶴ヶ谷１－９－１
TEL022-365-7411・FAX022-365-7414

12 黒 川 郡 富 谷 町 立 成 田 東 小 学 校 渡辺　雄一 981-3341
富谷町成田３－１－１
TEL022-351-7567・FAX022-351-7569

13 大 崎 市 大崎市ＰＴＡ連絡協議会 鈴木　晴美
（事務局員）

989-6171
大崎市古川北町５－５－２
TEL・FAX0229-24-7483

14 遠 田 郡 美 里 町 立 不 動 堂 小 学 校 佐々木邦治 987-0041
美里町字峯山１２－１
TEL0229-32-2036・FAX0229-32-5525

15 加 美 郡 色 麻 町 立 清 水 小 学 校 奥山　勉 981-4101
色麻町清水字香ノ木前33
TEL0229-65-2059・FAX0229-65-3377

16 栗 原 市 栗 原 市 立 瀬 峰 小 学 校 阿部　直子 989-4521
栗原市瀬峰下田2-1
TEL0228-38-2028・FAX0229-38-2009

17 石 巻 市 石 巻 市 Ｐ Ｔ Ａ 協 議 会 田村百合子
（事務次長）

986-0832
石巻市泉町4－7－15　石巻中学校2階
TEL0225-93-5341・FAX0225-98-3988

18 東 松 島 市 東 松 島 市 立 大 曲 小 学 校 荒明　　聖 981-0502
東松島市大曲字寺前５－２
TEL0225-82-3147・FAX0225-82-2938

19 登 米 市 登 米 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 櫻井　勇子
（事務局員）

987-0602

登米市中田町上沼字西桜場１８
登米市教育委員会内
TEL・FAX0220-34-3405

20 気 仙 沼 市 気 仙 沼 市 立 階 上 中 学 校 小松　　真 988-0238
気仙沼市長磯中原１２５
TEL0226-27-2304・FAX0226-27-2919

21 南 三 陸 町 南 三 陸 町 立 戸 倉 中 学 校 谷山　知宏 987-0301
登米市米山町字善王寺石神68
旧善王寺小学校内　　TEL080-1330-2531

平成２３年度　地区事務局一覧



地 区 名 小 学 校 中 学 校 計 会 員 数

（Ａ） (A) × 80%

1 白 石 ・ 刈 田 地 区 1,880 1,007 2,887 2,310 18 4

2 蔵 王 町 656 376 1,032 826 8 4

3 柴 田 郡 4,428 2,316 6,744 5,395 27 5

4 角 田 市 1,625 778 2,403 1,922 11 4

5 丸 森 町 700 389 1,089 871 12 4

6 亘 理 郡 2,727 1,403 4,130 3,304 17 4

7 岩 沼 市 2,791 1,274 4,065 3,252 8 4

8 名 取 市 4,552 2,282 6,834 5,467 16 4

9 宮 城 地 区 4,147 2,154 6,301 5,041 18 4

10 塩 竈 市 2,724 1,504 4,228 3,382 11 4

11 多 賀 城 市 3,654 1,849 5,503 4,402 10 4

12 黒 川 郡 6,256 2,917 9,173 7,338 27 6

13 大 崎 市 7,431 3,515 10,946 8,757 43 9

14 遠 田 郡 2,110 1,075 3,185 2,548 15 4

15 加 美 郡 1,701 829 2,530 2,024 16 4

16 栗 原 市 3,534 1,885 5,419 4,335 39 6

17 石 巻 市 8,369 4,587 12,956 10,365 68 12

18 東 松 島 市 2,438 1,254 3,692 2,954 14 4

19 登 米 市 4,407 2,338 6,745 5,396 32 6

20 気 仙 沼 地 区 3,546 2,152 5,698 4,558 34 6

21 南 三 陸 町 650 433 1,083 866 8 4

70,326 36,317 106,643 85,314 452 106
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